
弐
正
回
毎
六
月
二
十
一
日
第
三
崎
鴨
居
陣
物
認
可
内
毎
月
-
園
-
因
調
得
一
v
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谷
口
吉
彦

ナ
イ
ト
の
利
子
理
論
一
:
・
:
・
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皐
校
と
課
税
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貿
易
構
成
の
嬰
化
・

占
者
叫
司
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岡
剛
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H
U
E
a
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杭
制
改
革
の
且
ハ
樫
案

我
が
岡
特
有
の
枇
曾
問
題
口
融
和
問
題
:
・

市

山

内

九

フ
ラ
ン
ス
町
一
日
通
貨
構
成
境
動
の
な
義

債
権
構
成
に
於
け
る
商
業
の
作
用

ク
ニ

l
ス
の
慣
値
諭

諸

問

布

川

再
保
険
の
損
害
率
に
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い
て
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蔵
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千
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立
ナ
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責
上
積
の

一
側
面

柏

井

雄

象

一
、
責
よ
税
の
準
出

財
政
膨
肢
は
大
抑
制
以
来
に
於
け
る
各
同
共
通
の
姿
で
あ
る
。

か
ι-A

る
背
景
を
も
っ
て
夫
々
の
租
税
制
度
は
著
し
く
縫
化
し

た
。
特
に
澗
治
・
悌
蘭
四
世
一
ザ
を
始
め
と
す
る
各
国
の
賞
上
積
創

設
は
我
K

の
注
意
を
ひ
〈
。
し
か
も
寅
L
L
税
は
今
や
曲
一
見
守
川
な
る

牧
入
源
と
し
て
夫
等
の
諸
闘
に
於
て
は
京
要
友
役
割
を
演
じ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
一
部
に
る
っ
て
は
費
上
枕
を
中
心
と
す

る
租
税
鱒
系
が
提
案
せ
ら
れ
て
ゐ
か
。

責
上
税
は
己
に
古
代
に
於
て
或
は
中
世
に
於
て
存
在
し
た
と

云
は
れ
る
。
然
し
乍
ら
近
代
的
意
味
に
於
け
る
所
謂
「
費
上
積
」

は
大
戦
以
来
の
財
政
難
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
印
溺
逸
に
於
て

は
一
九
一
六
年
、
悌
蘭
四
に
於
て
は
一
九
一
七
年
に
始
め
て
賀

上
枕
が
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
爾
来
白
・
伊
・
喚
・
露
共
の

他
の
欧
洲
諸
国
は
之
に
倣
っ
て
買
上
税
を
採
用
し
た
。
脇
陣
洲
に

於
て
全
然
そ
の
試
み
の
無
い
も
の
は
英
・
和
・
瑞
の
三
ケ
鴎
陀
過

資
上
続
の
一
側
面

ぎ
な
加
。
欧
洲
以
外
の
諸
国
に
し
て
之
に
追
随
し
た
も
の
も
少

く
な
い
。
然
し
て
現
在
買
上
税
を
採
用
す
る
も
の
三
十
ケ
闘
を

趨
へ
る
と
さ
へ
云
は
れ
て
ゐ
品
。
且
此
等
の
諸
国
に
於
で
費
上

税
は
極
め
て
豊
富
友
牧
入
を
資
ら
し
、
今
や
所
得
税
に
代
っ
て

租
税
強
釆
に
於
け
る
王
座
に
進
ま
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
一
九
三
二
年
度
に
於
け
る
濁
逸
及
仰
蘭
四
の
費
上
位

牧
入
額
及
び
そ
の
会
租
税
牧
入
に
到
し
て
占
め
る
剣
合
を
示
せ

ば
究
の
如
〈
で
あ
み
。

年士号主;:f

上
入税

割望者全責
合・し祖 L:

て視枕
占収~~
め入入
るi二江〉

会
組
税

牧

入

逸
(
百
南
麻
)

六十(四六・五

Cコ。〆
.ノ0

2 

猪

一三五回・問

偽
蘭
活
(
百
寓
法
)

近一五一・四

コ一六在一回・王

= 
プt.

ニ
、
責
よ
税
の
性
質

実
上
税
は
通
常
あ
ら
ゆ
る
町
営
業
的
商
品
の
引
渡
し
及
び
そ
の

他
の
給
付
を
課
税
物
件
と
し
、
夫
に
劃
す
る
封
債
を
課
税
標
準

と
す
る
。

例
へ
ば
濁
治
資
上
税
法
第
一
僚
は
そ
の
課
税
物
件
を
次
の
如

第
四
十
一
一
巻

じ
九
一
力

問

第
凶
務
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資
上
積
の
一
側
面

〈
規
定
し
て
ゐ
る
。

一
、
企
業
者
が
封
債
を
得
て
行
ふ
引
渡
し
及
び
そ
の
他
の
給
付
。
取

引
が
法
規
に
依
っ
て
強
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
舎
に
も
納
税
の
義
務

を
免
れ
得
な
い
。

二
、
白
己
消
費
。
例
へ
ば
企
業
者
が
自
己
企
業
の
財
貨
e

伊
企
業
以
外

の
目
的
に
使
用
す
る
場
合
の
如
し
。

三
、
財
貨
の
輸
入

却
資
上
院
は
一
般
に
あ
ら
ゆ
る
財
貨
の
協
同
時
を
課
税
物
内
と

す
る
。
従
っ
て
生
活
必
需
品
た
る
と
否
と
佐
問
は
や
す
べ
て
の

財
貨
の
消
費
に
課
税
す
る
一
般
消
費
税
に
比
す
る
も
不
営
で
無

い
と
云
は
れ

τ
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
現
在
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
る

資
上
税
は
財
貨
の
消
費
に
限
ら
歩
、

そ
の
他
の
給
付
を
も
課
税

す
る

2

従
っ
て
一
般
消
費
税
よ
り
も
更
に
庚
汎
友
領
域
に
わ
た

る
も
の
と
考
へ
る
事
が
出
き
る
崎
市
で
あ
可
制
。

貰
上
積
の
性
質
に
関
し
て
は
種
々
の
見
解
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

-
r
z
o
-
-
1
責
上
税
は
流
通
枕
に
属
す
る
4
b
の
で
あ
る
と
一
耳
ふ
人
色

め
る
。
然
し
貰
上
枕
は
最
色
康
い
意
味
に
於
げ
る
財
貨
の
消
費
を

課
税
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
費
上
枕
は
消
費
枕
に
属
す
る
色

句1

F2 
F ぁ
E る
ロ。

草且
枕
の
影
響
を
基
礎
と
し
て
分
類
を
試
み

る
人
』立

第
四
十
二
巻

七
九
六

第
四
披

四
PH 

責
上
枕
を
消
費
税
で
あ
る
と
云
ふ
。
然
し
乍
ら
租
磁
の
影
響
に
基

〈
租
枕
の
分
類
は
正
確
で
は
な
い
。
む
し
ろ
課
税
物
件
に
基
い
て

租
税
の
分
類
を
行
ふ
可
き
で
ゐ
る
。
然
ら
ぱ
費
上
競
は
常
然
流
通

積
に
属
す
る
筈
で
あ
る
。

『・】子宮内
N
U

資
質
的
分
類
方
法
に
依
れ
ば
貰
上
積
は
消
費
税
に
届

す
る
。
形
式
的
分
類
方
法
に
基
げ
ば
資
上
税
は
所
有
税
乃
至
流
遜

枕
に
属
す
る
。
田
明
逸
に
於
て
は
行
政
法
上
所
有
杭
及
び
流
遇
税
の

明
に
回
国
せ
し
め
γ
ゐ
る
。

一
例
戸
博

k
、
引
上
舵
h

L

八
帥
日
い
い
於
討
し
一
般
的
川
一
治
政
杭
』
一
口
ム
町
h
c

で
、
夫
に
多
少
帥
営
業
枕
的
分
子
の
加
味
せ
ら
れ
た
も
の
で
め
品

1

一
五
ム
事
が
出
き
る
。
且
此
の
枕
は
間
接
税
と
云
ふ
方
が
蛍
っ
て
ゐ

る
が
、
叫
営
業
者
を
一
の
徴
税
機
関
と
比
れ
ぽ
直
接
枕
と
云
ム
事
に

な
る
。

何
れ
に
し
ろ
現
在
に
る
っ
て
は
企
業
乃
至
企
業
者
を
中
心
と

し
で
す
ぺ
て
の
経
済
荊
動
が
潜
ま
れ
て
ゐ
る
。
且
企
業
乃
至
企

業
者
を
通
じ
て
財
貨
が
移
特

L
或
は
給
付
が
潟
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
反
商
に
於
て
は
企
業
乃
至
企
業
者
に
謝
し
て
必
中
針

慣
が
支
抑
は
れ
る
。
従
っ
て
買
上
税
の
課
税
物
件
及
び
課
税
標

準
は
極
め
て
豊
富
に
存
在
し
、
そ
の
牧
入
額
も

E
額
に
上
る
筈

で
あ
る
。
し
か
も
課
税
標
準
と
し
て
の
針
債
も
容
易
に
捕
捉
し

得
る
か
ら
徴
税
技
術
も
他
の
租
税
に
比
す
れ
ば
至
っ
て
簡
翠
で

A. G. Buehler: 50les T." (Encyc!opaedia of tl日 日ociaiSciences， VoJ. '3. pp. 
5，6-5'9) 

6) r Statlsti叫 hesReichsamt; Statistisches Jahrbucb sih dasιleutsche Rei.ch 1934 
に依る。
A. Hl:!n，el; Steuerrecht 1933 S. 219・
W. Lolz; a. a. O. S. 646. 
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あ
る
。
あ
た
か
も
此
庭
に
寅
上
稔
進
出
の
理
由
が
あ
る
。

然
し
乍
ら
賓
上
税
は
商
品
或
は
給
付
に
闘
す
る
債
格
成
立
の

過
程
を
通
じ
て
蛍
然
勝
嫁
の
問
題
を
伴
ふ
。
印
寅
上
税
の
鞠
嫁

を
競
っ
て
企
業
者
相
互
聞
に
、
或
は
企
業
者
と
消
費
者
と
の
間

に
各
種
の
問
題
が
生
や
る
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
燭
逸
貰
上
積
法
第
十
傑
は
責
上
械
の
婿
嫁
に
闘
し
て
「
納
税

義
務
者
は
枕
徽
を
艶
僚
と
別
に
要
求
し
得
手
、
:
:
:
」
と
定
め
て
資

上
枕
の
公
然
の
縛
嫁
を
祭
止
し
て
ゐ
る
。
然
し
債
格
に
闘
す
る
常
事

者
の
競
争
川
町
結
果
ト
依
石
被
上
総
の
勝
協
は
之
を
認
め
て
ゐ
品
ο

吏
に
此
の
縛
嫁
の
過
程
を
通
じ
て
営
然
責
上
枕
は
枇
合
及
び

経
済
に
封
し
て
各
種
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
特
に
質
上
枕
の
課
税

物
件
が
成
い
範
園
陀
わ
た
る
丈
、
資
上
積
に
依
っ
て
生
や
る
波

紋
も
各
種
の
方
面
に
及
ぶ
。

三
、
責
上
税
の
影
響

-
祉
曾
よ

そ
の
負
婚
を
消
費
者
に
樽
嫁
す
る
震
商
品
或
は
給
付
の
債
格
を

引
き
上
げ
る
。
商
品
或
は
給
付
に
針
す
る
需
要
の
弾
力
性
が
小

で
あ
れ
ば
、
寅
上
税
の
負
擦
は
営
然
消
費
者
に
陣
嫁
せ
ら
れ
る

寅
上
税
が
諜
せ
ら
れ
る
事
に
一
な
れ
ば
、
企
業
者
は

責
上
積
の
一
側
面

事
に
な
る
。
只
商
品
等
に
封
す
る
需
要
の
弾
力
性
が
大
で
あ
る

場
合
に
は
、
消
費
者
は
債
格
勝
賞
に
伴
ひ
各
々
需
要
を
或
程
度

制
限
す
る
で
る
ら
う
。
従
つ
で
あ
る
穫
の
寅
上
殺
の
夫
を
消
費

者
に
縛
嫁
し
得
ね
丈
企
業
者
の
利
潤
に
喰
ひ
込
む
事
K
-
な
る
。

然
し
乍
ら
か
L

る
場
合
に
あ
っ
て
も
企
業
者
及
ぴ
消
費
者
の
間

に
自
然
向
汰
が
行
は
れ
、
結
局
に
於
て
は
賢
k
税
は
消
費
者
の

方
向
に
特
嫁
せ
ら
れ
て
引
く
で
あ
ら
う
。

か
〈
で
責
上
税
は
究

側
仰
い
併
で
は
出
品
民
一
帯
K
M
W
鎖
せ
ら
れ
る
傾
向
を
持
つ
も
の
と
云

ふ
事
が
出
来
る
。

然
し
特
に
縛
嫁
の
容
易
た
も
の
は
市
長
の
脚
力
性
の
小
な
る

商
品
或
は
給
付
に
闘
す
る
育
上
枕
で
あ
る
G

且
需
要
の
弾
力
性

の
小
な
る
商
品
或
は
給
付
は
日
常
生
活
に
特
に
密
接
な
闘
係
を

持
つ
も
の
、
従
っ
て
生
前
必
需
品
が
多
い
。
然
る
に
生
活
必
需

口
聞
の
消
費
量
は
各
人
に
就
い
て
一
定
で
あ
る
。
貧
富
に
膝
じ
て

差
等
の
あ
る
詩
で
無
い
。
叉
生
活
必
需
品
に
向
け
ら
れ
る
可
き

各
人
の
所
相
付
額
は
夫
々
の
線
所
符
観
に
反
比
例
す
る
の
が
通
常

で
る
る
。
し
か
も
前
述
の
如
く
生
活
必
需
品
に
闘
す
る
寅
上
枝

は
最
も
陣
嫁
の
容
易
及
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
寅
上
裁
は
人
頭

第
四
十
二
巻

四
五

七
九
七

第
四
時
職

63'l-633) 日目

E. MoIl; Lehrbuch der FinaハiV j~sen::ichaft rg.]，o S. 6~7o 
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責
上
積
の
一
側
面

税
的
た
性
質
を
も
つ
も
の
と
た
り
、
又
所
得
に
逝
進
的
友
負
捨

を
課
す
る
事
と
な
払
。
従
っ
て
衰
上
税
は
そ
の
負
捨
閥
係
を
問

題
と
す
る
揚
合
に
は
、
租
税
公
平
負
捨
の
現
怨
に
全
く
相
反
す

る
事
と
な
る
。

資
上
税
の
負
捨
闘
係
を
一
一
府
不
公
平
た
ら
し
め
る
も
の
と
し

て
史
に
次
の
如
き
事
賓
が
あ
る
。
却
費
ヒ
税
は
一
般
に
消
費
者

F
l
コ
-
P
A
A
螺
-
B
L
3
I
t
L
ι
r
-
h
u
コJ
3
・
bn1
卜
一
北
つ
司
、
舎

杭
防
/
-
1
恥
・
品
開

J
v
k
h
h
t
Eロ
自
宅
?
千

J
Z
E
-

額
は
商
品
が
消
費
者
に
到
達
す
る
迄
に
遇
過
す
可
き
企
業
者
の

敢
に
比
例
す
る
事
と
友
か
。
商
品
が
消
費
者
に
達
す
る
起
に
通
・

過
す
可
き
企
業
者
の
数
は
全
く
偶
然
的
友
事
責
で
あ
る
。
そ
の

多
少
は
商
品
の
携
枕
力
乃
至
消
費
者
の
捨
税
力
と
必
・
干
し
も

致
す
る
も
の
で
無
い
。
此
慮
に
貰

k
税
の
売
れ
る
事
の
向
き
た

い
快
鮎
が
る
る
。
多
く
の
企
業
者
を
通
過
す
ぺ
き
商
品
と
然
ら

ざ
る
商
品
の
聞
に
は
判
断
然
不
均
衡
た
関
係
を
生
じ
る
。
邸
夫
k

の
商
品
を
消
費
す
る
消
費
者
の
資
上
税
負
捨
相
互
聞
に
は
明
友

不
公
平
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

質
上
積
の
鱒
嫁
に
閲
す
る
ラ
シ
。
へ
の
見
解
は
法
目
す
可
き
も
の
が
あ

E
』

4
2
H
U
7
1
“
1

b

『
叫

る
。
印
彼
は
攻
の
如
〈
漣
ベ
て
ゐ
る
也

第
四
十
二
巻

第
四
就

四
/、

七
九
八

「
消
費
者
が
或
商
品
を
慾
求
し
た
場
合
に
、
ぞ
の
慾
望
が
そ
の
背
後
に

購
買
力
を
持
づ

τお
れ
ば
、
如
何
な
る
商
品
に
艶
す
る
買
上
競
色
問

題
無
t
消
費
者
ぷ
向
っ
て
醐
開
城
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
巳
購
買

力
を
壬
の
根
底
に
持
っ
た
需
要
の
み
が
右
投
需
要
と
し
て
、
市
場
に

於
て
商
品
の
供
給
に
嚇
開
立
す
る
の
で
あ
る
。
従
う
て
買
上
枕
の
縛
嫁

に
闘
す
る
忌
も
典
型
的
な
過
程
は
、
祉
曾
の
購
買
力
の
綿
額
h
T
先
づ

一
定
せ
る
も
の
と
仮
定
す
る
事
に
依
っ
て
最
色
明
瞭
ド
理
解
し
得
る

で
あ
ら
う
。

ω賢
上
枕
が
創
設
せ
ら
れ
穴
な

ιれ
は
企
業
者
は
租
税
の
負
搬
を
相
刷
れ

る
鴛
に
、
先
づ
商
品
の
慣
絡
の
引
上
げ
を
計
る
で
め
ら
う
む
毛
し
て

そ
の
負
擦
を
消
費
者
の
側
じ
轄
嫁
ぜ
ん
と
努
め
る
で
ゐ
ら
う
。
然
し

乍
ら
之
に
劃
し
て
一
方
に
は
商
品
の
償
格
騰
貴
に
件
ワ

τ消
費
者
の

需
要
制
限
が
行
は
れ
る
。
然
し
需
要
の
陣
カ
性
の
小
な
る
商
品
に
関

し
て
は
、
消
費
者
は
そ
の
債
泌
が
引
き
上
げ
ら
れ
て

B
需
要
の
制
限

を
行
ム
事
は
出
き
な
い
。
従
ワ

t
需
要
の
開
力
性
の
小
な
る
商
品
に

射
し
て
は
、
金
健
と
し
て
貰
上
積
創
設
前
に
於
げ
る
よ
り
も
多
額
の

購
買
力
が
向
げ
ら
れ
る
事
に
な
品
。
然
る
に
枇
舎
の
総
購
買
カ
の
量

は
一
定
で
あ
る
。
従
っ
て
其
の
他
の
商
品
の
需
要
に
向
げ
ら
れ
る
可

事
購
買
力
は
以
前
よ
り
も
減
少
す
る
課
で
あ
る
。
郎
消
費
者
は
夫
丈

か
、
る
商
品
に
聾
す
る
需
要
の
制
限
を
飴
議
な
く
せ
ら
れ
る
事
日
な

る
。
従
つ

τか
〉
る
商
品
を
企
業
者
が
従
来
と
同
一
量
丈
官
民
却
し
得

る
侍
に
は
、
企
業
者
は
商
品
の
償
絡
を
従
来
よ

h
も
引
き
下
げ
な
げ

れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
企
業
者
が
賢
上
枕
を
消
費
者
に
鱒
嫁
す
る
侍

A. Lampe; a. a. o. S. 632. 
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に
商
品
の
債
格
を
引
き
上
げ
る
な
ら
ば
、
夫
等
の
商
品
の
資
上
量
は

大
い
に
減
少
す
る
廿
一
口
で
あ
る
。
只
か
冶
る
商
ロ
聞
に
閥
奥
す
る
あ
る
種

の
企
業
者
は
、
自
己
の
商
品
を
す
べ
て
費
却
し
得
る
限

h
、
租
枕
の

負
携
を
免
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
他
国
に
於
て
あ
呂
種

ω企
業
者
は

責
上
量
の
減
少
を
見
る
。
そ
し
て
そ
の
責
上
量
の
減
少
の
程
度
に
臆

じ
て
利
潤
観
色
常
然
減
タ
す
る
筈
で
あ
る
。
即
か
〉
る
企
渠
者
に
於

て
は
夫
丈
百
宜
上
税
は
利
潤
額
に
喰
ひ
込
む
唱
し
め
ら
う
。
需
要
の
強
力

性
の
大
な
る
商
問
聞
に
封
す
る
責
上
枕
は
樽
媒
が
困
難
な
課
で
あ
る
。

只
需
要
の
想
力
性
の
小
な
る
高
品
に
射
す
Z
質
上
磁
は
容
易
に
樽
嫁

ぜ
ら
h

仙
石
一
。

一
見
に
賓
k
慌
の
噂
嫁
r
h
出
帽
の
お
骨
舎
に
閥
ず
る
慢
上
役
の
作
川
に
枕
H

ラ
ン
・
へ
は
宍
の
知
〈
一
耳
ム
の
で
め
か
。

「
質
上
枕
の
時
擦
が
行
ば
れ
な
い
場
合
に
は
そ
の
負
携
は
常
然
企
業

者
全
麿
迫
す
る
。
従
っ
て
企
業
者
の
利
潤
は
夫
丈
減
少
す
る
。
企
業

者
が
従
来
遁
h
の
利
潤
全
得
る
倉
に
は
生
産
費
を
何
等
か
の
方
法
に

依
っ
て
引
き
下
げ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
産
費
引
き
下
げ
が
若
し

勢
働
者
に
闘
し
て
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
勢
銀
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
か
、

労
働
者
の
一
部
が
解
雇

Z
れ
与
で
あ
ら
う
。
却
費
上
積
の
反
響
は
勢

働
市
場
に
迄
白
及
ぷ
事
に
な
る
。
然
か
色
抽
労
働
者
に
劃
し
て
惑
い
結

果
を
血
ハ
ヘ
畠
の
で
あ
る
」
。

然
し
乍
ら
此
の
ラ
シ
ペ
の
主
援
は
あ
ま
h
J
に
忠
一
面
的
で
あ
る
。
若

し
ラ
ン
イ
の
云
ム
知
く
賀
上
積
の
影
響
を
此
の
勤
迄
抜
大
し
て
考
へ

る
と
す
れ
ば
、
更
に
問
題
を
今
一
段
披
大
し

τ、
従
っ
て
資
上
積
の

費
上
磁
の
一
働
面

反
面
ル
し
し
て
の
経
費
を
色
考
慮
に
入
れ
る
可
き
で
あ
ら
う
。
卸
費
上

積
に
依
る
地
入
が
如
何
な
る
形
4

炉

E
っ
て
岡
家
に
依
っ
て
支
出
せ

ι

れ
る
か
、
従
つ
で
如
何
な
昌
経
路
を
辿
っ
て
闘
民
経
祷
に
還
流
す
墨

か
の
問
題
を
も
考
へ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
勿
論
経
費
は

そ
の
国
民
経
滞
に
判
明
す
る
影
響
を
基
礎
と
し
て
、
庄
産
的
綿
貫
と
不

生
産
的
経
費
と
に
分
た
れ
で
ゐ
品
。
然
し
乍
巴
貰
上
積
敢
入
が
生
産

的
経
費
の
形
ぞ
と
っ
て
支
出
廿
ら
れ
る
限

b
、
夫
は
闘
民
経
済
に
於

で
新
し
レ
農
業
部
門
を
開
拓
し
つ
一
¥
買
上
税
制
設
の
結
果
或
磁
の

企
業
か
ら
排
斥
せ
ら
れ
た
刷
労
働
者
を
吸
取
す
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て

ヲ
ン
イ
の
王
ふ
加
(
四
日
一
上
税
が
労
働
者
』
岡
山
膨
響
の
一
丹
波
ぽ
す
も
の

と
ら
問
問
ら
な
い
課
で
め
品
。

=
経
湾
上

せ
ら
れ
る
事
は
巳
に
述
ぺ
た
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
或
種
の
商

寅
上
税
が
一
般
に
消
費
者
の
方
向
に
向
っ
て
持
嫁

口
聞
が
そ
の
生
産
完
了
ま
で
に
数
多
の
生
産
段
階
を
経
過
し
な
け

れ
ば
友
ち
左
い
場
合
、
或
は
あ
る
穏
の
商
品
が
消
費
者
に
到
達

す
る
迄
陀
数
多
の
仲
間
商
人
の
介
在
を
必
要
と
す
る
揚
合
に
於

で
は
、
責
上
積
は
営
然
各
種
の
生
産
段
階
或
は
数
多
の
仲
間
商

人
を
順
次
経
過
し
て
来
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
か

a
A
Z
揚
合
に

於
て
は
各
生
産
段
階
乃
至
仲
間
商
人
の
負
権
、
従
っ
て
各
種
企

業
者
の
負
擦
は
夫
身
生
産
費
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
従

第
四
十
二
巻

第
四
時
抽

四
七

七
九
九
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費
上
税
の
一
側
面

っ
て
そ
の
結
果
と
し
て
買
上
積
は
中
小
企
業
に
封
ず
る
過
重
負

捨
と
友
っ
て
現
は
れ
る
揚
合
が
多
い
。
或
は
又
必
然
的
に
申
間

生
産
段
階
又
は
仲
間
商
人
排
除
の
傾
向
が
顕
著
と
た
り
、
企
業

の
素
直
的
結
合
を
招
来
す
る
で
あ
ら
う
。
此
の
企
業
の
垂
直
的

結
合
の
結
果
澗
出
の
鮮
が
現
は
れ
、
消
費
者
に
劃
し
て
は
寅
上

枕
以
上
の
負
捨
が
課
せ
ら
れ
る
事
も
晴
朗
畑
山
さ
れ
る
。

》

-

:

1

1

5

‘
‘
ト
d
'
L
f
f
I
f
-
-
3
・

9

ぞ
の
お
ら
す
帯

l
私

ι空
採
・
刀
宮
川
L
V

拡
w
A山口

K
U

). 
K 
相F

て
圏
内
物
慣
は
暴
勝
す
る
。

そ
の
影
響
は
図
民
の
生
活
問
題
の

み
ゑ
ら
や
震
替
闘
係
に
ま
で
も
及
ぶ
。
且
そ
の
営
然
の
結
果
と

し
て
外
園
商
品
の
輸
入
を
激
化
す
る
で
あ
ら
う
し
、
或
は
岡
内

企
業
の
職
問
能
力
を
大
い
に
減
殺
す
る
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
し

ろ
か
L

る
場
合
に
於
て
は
寅
上
税
が
岡
内
企
業
を
座
迫
し
、
併

せ
て
園
民
経
済
の
護
展
を
阻
止
す
る
事
は
明
た
る
所
で
あ
る
。

回
、
責
よ
税
採
用
の
篠
件

費
上
税
の
課
税
物
件
は
極
め
て
成
い
範
聞
に
及
ん
で
ゐ
る
。

従
っ
て
営
然
極
め
て
豊
富
た
牧
入
を
費
ら
す
。
し
か
も
そ
の
課

税
技
術
は
所
得
税
・
相
績
税
或
は
治
資
税
等
に
比
較
し
て
非
常

第
四
十
二
巻

一
四
八

八

O
O

第
四
銑

に
簡
草
で
ち
る
。
然
し
乍
ら
そ
の
時
嫁
の
過
程
を
通
じ
て
杜
合

上
・
園
民
経
済
上
好
ま
し
か
ら
ざ
る
多
〈
の
影
響
を
及
ぼ
す
。

か
〈
て
園
民
経
済
の
護
反
に
闘
す
る
問
題
を
租
税
政
策
上
特
に

重
闘
す
る
論
者
は
そ
の
採
用
を
排
斥
す
可
制
。
又
採
用
を
否
定
せ

ね
に
し
て
も
特
に
そ
の
枇
曾
的
影
響
を
軍
閥
す
る
論
者
は
、
所

得
枕
或
は
相
続
枕
等
に
於
T
脱
皮
に
泉
準
税
率
の
引
き
上
げ
ら

限と JrL
る云芦
可ふ21¥議i
し。合
と或 lτ
或はの
論寅み
者上
は初t ~fi: 
主の f
張採移l:
す用じり
る盟)を拐、
。極JlI

度 L4
の前-
Eオ iZ
I政 ~1，
難る
時 r~1
代さ
にで

の&
み 15

然
し
乍
ら
賓
上
枕
の
採
用
に
蛍
つ
て
は
、
此
等
の
僚
件
の
他

に
更
に
多
〈
の
事
情
を
考
慮
し
託
け
れ
ば
在
ら
・
な
い
の
で
あ

る。
↑
寅
上
税
は
各
方
面
に
種
k

の
忠
は
し
か
ら
ざ
忍
影
響
を
及

ぽ
す
。
例
へ
ば
人
頭
税
的
な
影
響
或
は
物
償
騰
貴
等
。
従
っ
て

か
L
る
影
響
を
最
少
範
囲
に
止
め
る
錫
税
率
を
向
き
得
る
限
り

低
率
友
も
の
と
し
た
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
費
上
税
の
税
率
を
低

く
定
め
て
も
そ
の
課
税
物
件
を
康
範
閣
に
さ
へ
求
め
れ
ば
、
比

較
的
豊
富
友
牧
入
源
と
す
る
事
が
出
き
る
筈
で
あ
る
。
質
上
税

W. Lotz; a. a. O. SS. 655-666. 
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を
採
用
し
て
ゐ
る
諸
閣
に
於
け
る
税
率
は
大
抵
一
%
乃
王
二
%

で
あ
る
。

又
セ
リ
グ
マ
ン
は
資
上
積
の
碍
嫁
不
可
能
友
場
合
は
、
税
率

が
一
%
位
で
あ
っ
て
も
実
上
積
の
企
業
の
利
潤
に
封
ず
る
負
捲

割
合
は
、
五
%
時
に
依
つ
て
は
三
O
%
ま
で
に
も
上
る
と
云
っ

て
ゐ
る
。
か
l
J

る
意
味
に
於
て
も
税
率
の
低
き
事
が
笠
ま
れ
る
。

己
責
上
税
の
枕
牽
ー
を
低
〈
す
る
矯
に
は
官
然
そ
の
課
税
物
件

む
腐
い
範
閣
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
然
し
乍
ら
枇
命
政

t
1
1
t
i
-
-
-
F
:
i
l
i
1
i

・

知
が
ド
パ
主
総
辞
政
官
'M一
耕
一
制
収
世
E
A河川町

i
l
-
-
:
l
i

，
 

書
仙
が
弓
制
』

F一
F
U
u
f
h
駅
斗

JZ剖
説
草

1
・d-
r
b
I
t
J
v
b
'
F
L
u
-
z
d
e
f

の
企
業
者
K
劃
し
て
は
，
免
税
特
槽
を
興
へ
る
事
が
必
要
で
あ

る
例
へ
ば
濁
遜
資
上
税
法
第
四
僚
は
が
a
h

る
精
神
よ
り
し
て
発

税
特
植
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
郎

い
失
病
基
金
計
算
に
依
る
施
療
・
磐
薬
・
そ
の
他
の
治
療
手
段
の
給
付

仁
原
料
・
補
助
原
料
・
半
製
品
等
園
内
生
産
に
必
要
欠
〈
可
か
ら
F
る

志
の
及
び
食
岨
南
町
聞
の
輸
入

信
公
共
国
世
が
一
般
の
利
盆
の
鴬
に
行
ム
企
業
(
郵
傑
・
電
信
・
電
話

事
業
・
屠
音
揚
・
支
斯
・
電
気
・
水
道
事
業
等
}

等
の
如
き
で
あ
る
。

責
上
積
の
一
一
側
面

三
宮
民
上
税
は
倒
め
て
成
い
範
閣
に
課
税
物
件
を
求
め
る
必
要

が
る
る
。
此
の
結
果
生
活
必
需
品
の
取
引
も
そ
の
日
的
と
さ
れ

る
事
が
あ
る
。
従
っ
て
負
捨
の
逆
進
的
な
影
響
を
緩
和
す
る
潟

に
、
商
品
乃
至
給
付
の
性
質
に
従
ひ
各
種
企
業
に
舷
ビ
た
質
的

泉
進
の
制
度
を
採
る
必
嬰
が
る
る
。
例
へ
ば
濁
逸
寅
上
税
法
第

七
僚
は
此
の
目
的
に
合
致
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
・
印
濁
逸

費
上
枕
の
一
般
税
率
は
二
%
で
あ
る
。
然
し
穀
物
・
姿
粉
・
パ
ン

等
川
口
取
引
に
針
す
る
税
率
は
一
%
で
あ
る
つ

四
買
上
税
弥
陀
の
必
然
酌
結
田
市
と
し
て
企
業
の
垂
直
的
結
合

を
促
進
す
る
。
か
〈
て
結
合
し
た
企
業
は
有
利
と
な
り
中
小
企

業
は
摩
迫
さ
れ
る
事
と
友
る
。
か
く
て
大
企
業
乃
至
企
業
の
垂

直
的
結
合
に
勤
し
て
は
特
別
の
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
友
ら
友

ぃ。
濁
逸
寅
上
税
法
第
七
保
及
び
第
八
僚
は
此
の
黙
を
考
慮
し
た

も
の
で
あ
る
。
印
百
高
麻
以
上
の
取
引
を
潟
し
た
企
業
の
税
率

は
こ
・
五
%
で
あ
る
。
叉
大
蔵
大
臣
は
垂
直
的
に
結
合
し
た
企
業

と
然
ら
ざ
る
企
業
の
聞
の
不
公
平
を
除
〈
震
の
権
限
を
輿
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。

第
四
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賓
土
裁
の
一
一
側
面

五
賀
ゅ
よ
税
は
物
償
騰
貴
を
伴
ふ
。
此
の
結
果
輪
出
及
び
綿
入

の
南
方
面
に
聞
聯
し
て
、
圏
内
商
品
の
外
園
商
品
に
封
す
る
競

争
力
を
減
殺
す
る

D

邸
圏
内
企
業
の
設
展
を
阻
止
す
る
。
従
つ

て
輸
出
及
び
輸
入
に
闘
し
て
特
別
の
考
慮
を
沸
は
な
け
れ
ば
た

ら
な
い
。
濁
泡
寅
上
税
法
第
一
一
僚
の
調
整
の
震
の
租
税
下
回
調

及
び
筋
十
六
僚
の
一
民
枕
規
忠
は
此
の
針
策
と
し

{丘町一
5
m
w
h叩
ロ
叩
町
)

て
定
め
ら
れ
党
・
も
の
で
あ
る
。

街
此
等
の
諸
保
件
の
他
質
上
税
の
採
用
に
首
っ
て
考
慮
す
可

き
問
題
は
幾
多
あ
る
。
例
へ
ば
類
似
租
殺
と
の
二
軍
課
税
に
樹

す
る
問
題
の
如
き
で
あ
る
。
然
し
此
等
の
諸
僚
件
は
租
税
関
系

金
般
と
関
聯
せ
し
め
、
或
は
買
上
積
の
本
質
そ
の
も
の
を
究
明

す
る
事
に
依
っ
て
始
め
て
決
定
せ
ら
れ
る
可
き
も
の
?
あ
る
。

然
し
て
此
等
の
諸
僚
件
が
租
税
関
系
と
の
閥
聯
に
於
て
、
或

は
叉
寅
上
税
の
本
質
を
究
明
す
る
事
に
依
っ
て
提
供
せ
ら
れ
た

時
陀
始
め
て
.
賓
上
役
は
夫
の
持
つ
幾
多
の
鮫
黙
が
緩
和
さ
れ
、

義
富
な
る
牧
入
源
と
し
て
重
要
友
る
役
割
を
一
園
の
財
政
に
於

て
演
じ
得
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
叉
そ
の
時
に
始
め
て
買
上
税

は
そ
の
採
用
が
是
認
せ
ら
れ
且
そ
の
長
所
を
充
分
設
揮
し
得
る

第
四
十
二
巻

に
至
る
の
で
あ
る
。

入。

第
相
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